
 

    冬休みを迎えるにあたって 

 

  間もなく１4日間の冬休みに入ります。 

お子様が心身ともに安全で健康な冬休みを過ごせるよう、次の点を参考にして

いただければと思います。 

 
期間  令和6年１２月２5日（水）～令和7年１月7日（火） 

 

【規則正しい生活を送りましょう】 

  

冬休みはクリスマスやお正月など開放的な気分になりやすく、生活のリズムも乱れがちです。最

近では、夜遅くまでスマートフォンやゲームをして、朝起きられず、昼夜逆転の生活になってしま

う子どもも増えています。計画的で規則正しい生活が送れるようにご指導をお願いします。 
     

【家庭学習に取り組みましょう】 

   

冬休みは、計画的に各自の学習を進める絶好の機会です。２学期の復習や苦手教科の克服、得意

教科の伸長、また自らの進路の実現に向けて、目標を持って自発的に学習に取り組めるようご指導

ください。 

 

【事故・トラブルに巻き込まれないようにしましょう】 

  

事故は、場合によっては生命に関わるような重大なことになりかねません。また、ちょっとした

気のゆるみから、トラブルに巻き込まれるケースも増えています。以下の点について、安全に冬休

みを過ごせるよう、家庭での十分なご指導をお願いします。 

 
交通事故  交通ルールやマナーを守り、交通安全に留意するようご指導をお願いします。特に、

道路交通法改正に伴い、自転車運転に関する罰則が強化されました。「ながらスマホ」

は懲役または10万円以上の罰金、「傘さし運転」、「イヤホンやヘッドフォンをつけ

ての運転」、「二人乗り」、「平進運転」なども罰金が規定されています。 
 
外  泊  警察署など関係機関の情報によると、生活の乱れや非行の第一歩はほとんどの場合、

外泊からだそうです。生徒同士の安易な宿泊はぜひ慎むようにご指導ください。必要

な場合は保護者同士で連絡を取り合い、時間や場所等を確認し、十分検討されたうえ

でご判断ください。 
 

 学校教育目標                

自立する生徒                   

～イメージ豊かに創造しよう～                                   No.23 

・意欲を持って学習する人                         令和６年．１２．２４ 

・正義を重んじる人                            綾瀬市立城山中学校 

・共に生きる人 

 

 

                                      

               

 



深夜徘徊  夜間の外出は絶対に慎むよう重ねてご指導ください。夜間の未成年者の外出は「青少

年保護育成条例 第５条」で禁止されています。また、第24条により「保護者は、深

夜（午後11時から午前4時）に青少年を外出させてはならない」と定められています。 

 
遊 戯 場  ゲームセンターなどの遊戯場は危険がいっぱいです。恐喝や暴力などトラブルに巻

き込まれないよう生徒同士での遊戯場への出入りは慎むようにご指導ください。なお、

中学生の午後６時以降の出入りは補導の対象です。 

 

迷惑行為  コンビニ前に座り込む、ショッピングセンターのフードコートに長く居座るなどの迷

惑行為は絶対に慎み、公共の施設等ではマナーを守り、思いやりの心をもって行動で

きるようにご指導ください。 
 
携帯電話  携帯電話・スマートフォンによるトラブルがしばしば発生しています。ＳＮＳなどの

ツールを利用し、個人情報や画像・動画をのせたことで、ネット上で個人が特定され

てしまったり、友人同士のトラブルに発展したりすることもあります。また、昨今の

ＳＮＳやインターネットの掲示板には、仕事の内容を明らかにせずに著

しく高額な報酬の支払いを示唆するなどして犯罪の実行者を募集する投

稿が掲載されています。簡単に高収入を得られるなら、と応募して、強盗

や詐欺といった犯罪に加担することとなり、逮捕された人が多くいます。

絶対に手を出さないでください。便利さの反面、被害を受けることもあれば、場

合によっては加害者にもなりうる怖さがSNSにはあることを、ご家庭でも話題にして

いただき、インターネットや情報端末を正しく使うための確認や使用状況の把握をお

願いします。 

 
不審者、不審電話 

市内でも不審電話等の被害が発生しており、学校や教育委員会を名乗って情報を聞き

出そうとした事件がありました。また、露出や痴漢などの変質者が以前から出没して

います。事件に巻き込まれないよう、お子様の所在を常に把握しておくこと、外出先

と帰宅時刻の確認をすること等の自衛策も含めて、家庭でのご指導をお願いします。 
 
※土曜日・日曜日・祝日・閉庁日は、職員不在のため学校への問い合わせはできません。 

閉庁日：１２月 30 日（月）～１月３日（金） 

悩みごとの相談 → ２４時間子どもＳＯＳダイヤル 0120-0-78310 

   0466-81-8111 

 → こころの電話相談 0120-821-606 

 → 大和綾瀬地域児童相談所 0466-81-8066 

 → 綾瀬市青少年相談室 0467-77-7830 

 → 県立総合教育センターの総合教育相談 0466-81-0185 

不審者、変質者、ひったくりに遭遇した、被害にあった → すぐに１１０番通報 

学区（市内）で不審者、変質者から緊急避難が必要なとき → あやせ１１０番の家に逃げ込む 

インターネットやＳＮＳ上での被害やトラブル → すぐに１１０番通報 

その他、連絡が必要なとき → 城山中学校 0467-77-6134 


